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農林水産省生産局第１会議室 

 

第２回鶏の改良増殖目標についての研究会議事録 

 

○高橋企画班長  皆さんこんにちは。それでは、定刻になりま

したので、ただいまから鶏の改良増殖目標にかかる第２回の研究

会を開催したいと思います。 

 まず、本日の委員の皆様の出席状況でございますが、本日は委

員の皆様全員ご出席でございます。１回目の研究会をご都合で欠

席されました都丸委員も本日ご出席でございますので、ご紹介し

たいと思います。 

○都丸委員  都丸でございます。前回は欠席して申しわけあり

ませんでした。よろしくお願いいたします。 

○高橋企画班長  また本日も、家畜改良増殖小委員会の金井小

委員長が傍聴の予定ですが、先ほど少し遅れるとの連絡がありま

したので、遅れておみえになると思います。 

 また、大変失礼ではございますけれども、畜産振興課長の塩田

はどうしても外せない別件がありまして、１時間ほど遅れてまい

りますことをご了承ください。 

 本日の研究会につきましては、第１回研究会におきましてご検

討いただきました改良増殖目標（案）につきまして、委員の皆様

のご意見を踏まえましたものをお手元に配付してございます。本

日の研究会で羽数以外の目標（案）につきまして、できる限り成

案に近いものを得たいと考えてございます。また、この１回目と

２回目の研究会の議論の内容につきましては、11月４日に予定し

ております家畜改良増殖小委員会に座長からその検討状況を報告

いただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは早速、第１回研究会に引き続きまして番場座長に議事

の進行をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○番場座長  よろしくお願いいたします。 

 事務局から話がありましたように、本日の研究会では前回に引

き続きまして、鶏の改良増殖目標につきまして、専門的なお立場

から忌憚のないご意見をいただきまして、十分検討を行いたいと

思います。 

 なお、時間でございますけれども、今日の予定は15時半をめど

にしておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入る前に、事務局から本日の配付資料の紹介

をお願いいたします。 

○高橋企画班長  それでは、本日配付しております資料の確認

をさせていただきたいと思います。右肩に番号を付しております

けれども、資料１が研究会の次第、資料２が委員名簿、資料３が

現行の鶏の改良増殖目標の抜粋でございます。資料４が「第１回



鶏の研究会における主な指摘事項と対応等」というものになって

ございます。資料５―１、これが本日のメインの資料でございま

すけれども、「鶏の改良増殖目標の検討（案）」ということでご

ざいます。資料５―２「新目標のイメージ」、今回の新しい目標

を縦紙にしたものでございます。それと資料６「鶏の能力の推移

及び平成27年度目標の検討値」、資料７がその算出根拠、資料８

が第１回研究会の議事録となってございます。お手元にそろって

いるでしょうか。 

 以上でございます。 

○番場座長  事務局から冒頭に説明がありましたように、本日

の検討を踏まえまして、鶏の改良増殖目標の素案を固め、小委員

会へ検討状況を報告していくということでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは議事に入りたいと思います。事務局から資料の説明を

お願いいたします。 

○山本中小家畜班長  私、畜産振興課で中小家畜班の課長補佐

をやっております山本でございます。それでは、早速お手元の資

料についてご説明申し上げます。 

 資料といたしまして、先ほど資料の説明がございましたけれど

も、その中で資料４、資料５―１について説明させていただきた

いと思います。 

 資料４でございますけれども、これは第１回目の研究会におけ

る主な指摘事項と当方の考え方ということでお示ししてございま

す。細かい部分についてはその中に入っていないかもしれません

けれども、研究会及びその後書面でいただきました指摘事項につ

きまして大体網羅しているつもりでございます。ただし、これは

次の資料５―１の説明ともかなり重複すると思いますので、こち

らの方はもう既にお配りしておりまして、お目通しいただいてい

ると思いますので、省略させていただきまして、引き続き資料５

―１について、この資料４とあわせて説明させていただきたいと

思っております。 

 それでは資料５―１をお開きいただきたいと思いますが、この

構成といたしまして、左から現行の目標、真ん中が前回の１回目

に提示した案、右側が今回の提示案ということでございます。 

 まず、１の「鶏をめぐる情勢」の部分でございます。いただき

ました意見の中で、もっとシンプルでわかりやすい表現にすべき

ではないかというものがございました。それで、前回の資料でい

きますと２つ目のところでございますけれども、飼養管理技術の

確立や生産性の向上等、そういったことで規模拡大を推進すると

いうような表現になっていたわけでございますが、この部分につ

きまして１ページの下の方にございますけれども、（２）の「飼

養管理技術等の変遷」、この部分ともかなり重複する部分がある

というようなことでございまして、これを一緒にあわせましてシ

ンプルな表現にしたということでございます。こういったこと

で、２つ目の段落になるわけですが、生産については飼養戸数が

減少する中で、配合飼料、ワクチン、ケージ飼育、自動給餌機等

の普及によって省力化、規模拡大が進展し、生産基盤の維持拡大



が図られてきたというような表現でまとめております。従いまし

て、その下の（２）の部分につきましては、今回省略していると

いうことでございます 

 まず１の「鶏をめぐる情勢」でございますけれども、後ほど認

識が間違っている部分、あるいは追加指摘すべき事項など、そう

いったものがありましたらご意見を伺いたいということでござい

ます。 

 次に、２ページの真ん中あたりでございますが、２の「これま

での改良の取り組みと成果等」というところでございます。２ペ

ージのところにつきましては、多少「てにをは」を直しておりま

すが、中身的にはほとんど変わりはございません。 

 続きまして、３ページでございますが、こちらの方で用語の使

い方ということで、当初は地鶏というような表現を使っていたの

ですけれども、これは前回の改良目標だとか、地鶏ＪＡＳのそう

いった言葉の整合性、在来鶏という言葉の使い方をしているもの

ですから、それに統一すべきではないかということで、地鶏から

在来鶏という表現に変えているということでございます。 

 その下の注書きで、系統造成とは、組み合わせ検定とはという

ことで注をつけているのですけれども、こちらもより正確な表現

にすべきではないかというようなことでございまして、そこに書

いてありますような表現に直しているところでございます。 

 その下の（２）といたしまして「成果」ということでございま

す。変更点につきましては、実は前回の提示案では、改良が進ん

できた結果として生産コストの低減、例えば卵用鶏であれば２％

程度の生産コストの低減が図られるということを記述していたの

ですけれども、なかなか経営改善に関する記述といいますか、改

良の能力的な数字につきましては正確に表現するのが可能なわけ

でございますけれども、こういった部分、なかなか正確な表現が

難しい部分もございまして、こちらの部分につきましては今回削

除したということでございます。 

 下に肉用鶏と続いているわけでございまして、次の４ページで

ございますけれども、４ページにつきましても同じように、経営

改善の部分につきましてはなかなか表現が難しいということで削

除しております。 

 その下でございますが、成果としまして高品質といいますか品

質の向上、そういったことで在来鶏を使った取り組みの成果とい

いますか、そこでは具体的には、地鶏特定ＪＡＳ規格のことを記

述してございますけれども、こういった成果があらわれていると

いう部分を追加しております。その下で、以上のとおりこういう

効果があったというように記述しているわけでございますが、あ

と、前回の案では、育種改良の成果だけでこういった改善が図ら

れたような表現になっていたのですが、正確な表現というような

ことでございまして、飼養管理技術の改善と相まって、先ほどの

ような効果があらわれてきた、というような表現。あと、その下

で、当初の案では輸入品との差別化ということをちょっと強調し

ていたのですが、これはむしろ消費者ニーズへの対応ではないか

ということで、そのような表現に直してございます。 

 その下は、（３）といたしまして「改良増殖をめぐる課題」と



いうことでございます。その下の1.と2.のタイトルのところでご

ざいますが、当初は「鶏の更なる能力向上の必要性」だとか、2.

としまして「産卵性・産肉性以外の形質の改良」とちょっとわか

りにくい表現になっておりましたので、ここは1.を「産卵性・産

肉性向上の必要性」、2.を「卵質・肉質等の改良」と、表現の明

確化を行ったということでございます。 

 次に５ページでございますが、こちらの方で、上のところでご

ざいますけれども、品質に関する評価基準みたいな、そういった

指標の必要性について、前回の案では入っておりせんでしたの

で、それを加えたということです。 

 あと3.でございますが、「国産鶏の改良増殖強化」で、前回の

資料では国産鶏の改良増殖を行うことは重要であるというように

書いていたわけでございますが、これは重要かつ緊急の話ではな

いのかという指摘をいただきました。ごもっともな話でございま

すが、考え方としましては、これまでも当然そういった改良増殖

の取り組みはされていたところでございますので、ここを強調し

た書き方にするのであれば、増殖・普及の取り組みを強化する必

要があるということで、強化という表現に変えさせていただいた

わけでございます。ここの部分で、前回いろいろ意見をいただき

ました、例えば系統のリスク分散の話だとか、原種鶏の情報開示

だとか、そういったものも含めて強化していく、そのような意味

合いになろうかと理解しております。 

 その下が4.の在来鶏の改良の部分でございますけれども、ここ

の部分は前回と比べまして、そういった在来鶏の改良における都

道府県の役割を強調した書き方にしております。 

 その下、5.といたしまして、前回は「鶏の飼養管理形態の見直

し」ということで、ＥＵにおける動物福祉だとかそのようなもの

の考慮というようなことも書いていたのですが、そういった部分

について今の段階で日本に適用するという話はなかなか厳しかろ

うということで、ここは削除すべきではないかというようなご意

見をいただきました。それで、動物福祉を前面に出すような書き

方は今回改めさせていただきまして、安全・安心等の対応という

観点から適切な疾病対策だとか畜産環境の改善とあわせまして、

適切な飼養・衛生管理の推進の中にそういった概念も多少入って

くるのかなと。そのような考え方でございます。そういうこと

で、前回の飼養管理形態の見直しというのをちょっと表現を変え

たということでございます。 

 この２の部分につきまして、先ほどと同じように、意識が間違

っている部分だとか、追加して記述すべき事項とともに、例えば

成果の部分につきまして、ほかにアピールできるような部分があ

るかとか、あと、先ほどの飼養管理形態の見直しを削除したこ

と、あるいは表現を変更したこととか、そういったことに関する

感想、ご意見をいただければと思っております。 

 続きまして、６ページからの「改良増殖目標」の部分でござい

ます。（１）の「基本的考え方」でございますが、ここも表現を

少しすっきりさせたといいますか、1.が低コスト生産、2.が消費

者ニーズへの対応、3.が高品質鶏生産、在来鶏、そのようなこと

で多少明確化したということでございます。 



 それとあと、2.のところで、従来、外国鶏との差別化というよ

うな表現にしておりましたが、これを消費者ニーズへの対応とい

う表現に直したということでございます。 

 続きまして、（２）の「改良目標」の部分でございますが、改

良目標の中で実用鶏としての能力を示すという理由の部分でござ

いますけれども、こちらも正確かつシンプルな表現に変えたとい

うことでございます。 

 次、７ページ、こちらの方が改良目標の本体の部分でございま

すが、能力の部分については、「てにをは」を多少変えましたが

ほとんど変わってございません。 

 真ん中の（ウ）の部分でございますけれども、育成率、生存率

のところでございますが、疾病に対する遺伝的な強健性及び悪癖

のない温順な鶏に関する遺伝的な改良の付与というようなところ

を入れてございます。これは、前回、後藤委員や森委員からその

ようなご意見をいただきまして、育成率、生存率を考えますと、

やはりそういった病気に対する抵抗性という話と、実際死亡原因

は結構悪癖の部分もあるわけでございまして、そういう意味では

非常に大きなファクターになっているというようなことも考慮す

べきではないかと考えたわけでございます。また、例えば悪癖が

少ない鶏ということになってきますと、例えば過度なデビーク等

もしなくてよくなってくる。そういったこともあろうかと思いま

すので、そういった意味でも今回追加して入れる必要があるので

はないかということでございます。 

 あと、具体的にどのような遺伝的な改良を行うのかという部分

が多少議論としてあるかと思いますが、個体選抜的な部分は難し

いかもしれませんが、例えば家系の選抜だとか、あるいはそうい

った悪癖のある系統を実用鶏作出には使わない、そういったもの

も遺伝的な改良になるのではないか。そのようなことも勘案しま

して、そういう表現にしたということでございます。 

 あと、その下でございますが、具体的な能力数値でございま

す。 

 まず１つが、これは後ほどブロイラーの方と関連してきますけ

れども、前回のご意見では、以上だとか以下だとかそういったと

ころをはっきりつけるべきだというご意見をいただきました。た

だ、後ほど課内でいろいろ検討したのですが、この部分につきま

しては家畜改良目標全体の話といたしまして、こういった以上と

か以下はもうつけないということで整理したいということでござ

います。ただし、意味としては、例えば産卵率であれば84としか

書いてありませんがこれは84％以上、日産卵量については53グラ

ム以上、飼育要求率については 2.1以下、当然の話としてそうい

う意味を含んでいるということでございます。卵重とか50％産卵

日齢については、63だとか 145という数字になっておりますが、

そういう考え方で各改良目標統一して表記していきたいというこ

とが１つ。 

 あと、目標値については、幅をもたすのはよくないという話が

ございますのと、あと、50％産卵日齢につきましては、余り早期

化すると卵の小玉が増えてくるという心配があるというご意見を

いただきましたので、そこの部分は 140― 145日のところを 145



日にしたということでございます。 

 あともう１つご意見として伺いましたのが、卵殻強度について

なのですけれども、それもかなりデータ的にはそろってきている

のではないか、数値目標として入れるべきではないかというよう

なご意見もいただいたのですが、前回もご説明いたしましたが、

なかなか今時点では、機械だとかそういったメーカーの違いによ

って数値に結構幅がある等、そういったテクニック上の話がござ

いまして、今回の改良目標として数値を示すのはちょっと難しい

かなという理解でございまして、そういう数値は入れておりませ

ん。 

 続きまして８ページの部分でございますが、上の（ア）でござ

います。ここにつきましては、特に国産鶏の部分について、前回

と比べまして分離して表記をしております。国産鶏以外の全体の

部分の話と、特に国産鶏についてはということで、そういった分

けた書き方にしております。国産鶏については、関係機関の広域

的な連携を強化し、改良増殖、普及を進めるものとするという表

現にしております。こういった連携強化の中で、例えば前回ご意

見としていただきましたような系統のリスク分散だとか、あるい

は消費者との連携とかによりまして、原種鶏の情報開示だとかそ

ういったものに対応していくことになろうかと思います。 

 あともう１つは、その下のウの「その他」の部分でございます

が、前回は種鶏・ふ卵の部分について衛生管理の徹底に努めると

いう表現になっておりましたが、今回の案としまして種鶏・ふ卵

だけではなくて、鶏卵、鶏肉生産も含めまして適切な飼養、衛生

管理、そういったものを進めていくという表現にしております。 

 あと、その下の（イ）の部分でございますけれども、鶏ふんの

処理の部分でございますが、前回、淘汰鶏だとかそういったもの

も含むべきではないかというようなお話がございました。直接的

には、家畜衛生、そういった部分にも関連する話になろうかと思

います。この場合は改良増殖目標ということですので、余りここ

でそこを強調するのはどうか、ということでございまして、ここ

は鶏ふん等という表現にさせていただきました。 

 続きまして、肉用鶏でございますが、９ページにまいります。

９ページの真ん中の（エ）の部分でございますが、ブロイラーの

育成率のところについては、ちょっと卵用鶏と違いますのが、先

ほど申しました悪癖の部分について書いてございません。通常、

ブロイラーはデビークをしないことになっておりますけれども、

ここについても悪癖とかそういった部分について加えるかどうか

ということについて、委員の皆様方からご意見を伺えればという

ことでございます。とりあえず案としてはそこに入れておりませ

んけれども、これは後ほどご意見を伺いたいということにさせて

いただきたいと思います。 

 その下、ブロイラーの能力に関する数値の部分でございます。

体重の部分でございますが、先ほども申しましたように目標値に

は幅をもたせない、これは現状値も含めての話だと思いますが、

このようなご意見をいただきましたので、前回 2,600～2,700グラ

ムというところを、 2,600グラムという形にしたということが１

つでございます。 



 あと、以上、以下につきましては、表現からは除いておりま

す。ただ、先ほども申しましたように、体重については 2,700グ

ラム以上、育成率についても98％以上、飼料要求率についても 

1.9以下という認識でございます。 

 あと、体重の下に括弧書きで 2,700という数字が入っていま

す。前回はこういう表記をしておりませんでしたが、この意味

は、下に参考といたしまして、注の１）のところに書いておりま

すが、目標値の参考といたしまして現状における平均的な出荷体

重を示していますということでございます。あと、基本的にこの

改良目標は49日齢の数字でございますので、そういった日齢が何

日齢程度に相当するのかということで、51日齢程度に相当すると

いう注書きをつけたということでございます。 

 続きまして10ページでございますが、10ページについては先ほ

どの卵用鶏の説明と同じでございます。最後の増殖目標につきま

しては、羽数につきましては、今後基本計画等の中で検討してい

くということになってございます。 

 この改良増殖目標の部分につきまして、認識が間違っている部

分や、追加して記述すべき事項、あと具体的に、例えば卵用鶏で

あれば悪癖に関する記述の部分や、初産日齢を 145日にしたこと

について、あと種鶏・ふ卵のほかに鶏卵や鶏肉の適切な飼養、衛

生管理の徹底、そういったことを追加したことにつきましてご意

見を伺えればと思います。また肉用鶏につきましては、体重の現

状値を 2,600グラムにしたことと、出荷体重をあわせてその下に

併記することにつきまして、ご意見を伺えればと思っておりま

す。 

 あと、資料といたしまして、グラフだとかそういったところは

変わっておりませんが、１つだけ、資料７でございますけれど

も、資料７の３ページのところでございますが、そちらの方に肉

用鶏の体重の考え方、積算根拠を載せてございます。体重の現状

値につきましては、鶏の性能調査と家畜改良状況調査の２つのデ

ータを足し算しまして、それの平均をとったということでござい

ます。あと、その下に併記しています出荷体重につきましては、

畜産物流通統計を利用したということです。 

 あと、この資料７の最後のページでございますけれども、そち

らの方で出荷体重における出荷日齢、大体51日齢になっていると

いうことについて、どのように推計したかというようなことを書

いてございます。簡単に申しますと、出荷体重から49日齢の現状

値の数字を引き算いたしまして、それを日本飼養標準で大体示し

ておりますところの１日当たりの増体量で割り算いたしますと、

大体２日ぐらい延びたような計算になりますので、51日齢にした

ということでございます。 

 私の方からの説明は以上でございます。よろしくご検討のほど

お願いいたします。 

○番場座長  それでは、ただいまの事務局の説明を踏まえまし

て、これより各委員からご意見をいただきたいと思います 

 検討に当たりまして、全体を３つに分けまして、まず第１番目

は、資料５―１の鶏の改良増殖目標の検討の前半部分であります



「鶏をめぐる情勢」、それから「これまでの改良の取り組みと成

果等」、これについてご意見をいただきまして、次いで後半部分

であります「改良増殖目標」の「基本的考え方」と卵用鶏の部分

についてご検討いただく。最後に、肉用鶏の部分についてご検討

いただきたいと思います。 

 それでは、最初に改良増殖目標の鶏をめぐる情勢とこれまでの

改良の取り組みの成果等についてご意見をいただきたいと思いま

す。どうぞ。 

○後藤委員  ５ページのところでございますが、3.の国産鶏の

改良増殖強化というところでございます。実はこのことをお話し

する前に、実際あったことを紹介させていただいて、それからこ

の国産鶏の改良増殖強化ということについて言及したいと思いま

すので、まずお時間をいただきたいと思います。 

 実は私どもの会社へＮＨＫ総合テレビが９月22日にまいりまし

た。それで、私たちのいわゆるひよこの生産を含めたそういうこ

とにつきまして取材し、それを中継車で岐阜県、愛知県、三重県

下のネットに放送していただきました。題は「注目される国産

鶏」という題でございました。わずか約４分間の短い時間でござ

いましたけれども、レポーターがもう既にストーリーをつくって

おられまして、その中で私ども後藤孵卵場が国産鶏の育種改良を

して国産鶏を生産しているという紹介をいたしまして、その中

に、実は鳥インフルエンザが今年発生して我が国では大変だった

と。万が一、外国でこのようなことがまた起こると、外国鶏に依

存する場合は輸入停止ということになって、これが大変なことに

なるということであります。しかし、国産鶏の場合は種がありま

すので大丈夫だという紹介をレポーターがしておりまして、私に

インタビューということでございましたので、ひよこを通して日

本の農業を守り、安全、安心、健康、おいしい卵で皆様のお役に

立ちますというお話をさせていただきました。最後に、アナウン

サーの方から、この会社は本年度より岡崎市にある国の研究機関

と合同で研究を進めておりますという趣旨の放送をしてくれまし

た。 

 そうしましたら、実はこれが大変反響がございまして、そして

結局一番大きい問題は何かといったら、消費者のほとんどの皆さ

んは、外国鶏がほとんどだということを知らなかったというので

す。国産鶏が数％、それはレポーターが数％という表現をしてお

りましたが、ということでそのレポーターは国産鶏が非常に大事

だということのコメントをしておりましたけれども、いずれにし

ましても、国民の皆さん、消費者の皆さんが、そういう外国鶏に

依存する我が国の養鶏産業、日本農業、ましてや食糧自給の問題

について余りにも私たちは知らなかった、そういう声でございま

した。 

 実は私もこの養鶏産業人の一人として非常に責任を感じている

わけでございます。やはり国民の皆さんに本当に私どもの産業は

お役に立っているかどうかということを、もう一遍原点からしっ

かり考え直す必要がある。しかし、その場合何が必要かといった

ら、やはり正しい情報開示。今日本はどうなっているのか、これ



でいいのかという情報開示をしてあげないと、国民の皆さんも消

費者の皆さんもわからないと私は思います。幸いにして今回、Ｎ

ＨＫ総合テレビがそういう放送をしてくれましたからこれがわか

ったわけでございます。 

 というようなことから、私は本当に国産鶏というものをどうし

たら国民の皆さんにもっと理解していただけるか、そういうこと

をそれからずっと考え続けて、今日も今おりますけれども、そこ

で3.の国産鶏の改良増殖強化というこの文章の中に、今回この研

究会の最初の趣旨は、国民の皆さんに、消費者の皆さんにわかり

やすく情報開示するというのが目的だったと私は理解しておりま

す。そうなれば、やはりそういうことも国民の皆さんに知っても

らう必要があるのではないか。そして、それをどうするかとい

う、国民の皆さんとともにこの問題を解決していただくというこ

とが大事ではないかと痛感している次第でございます。 

 そこで、3.の国産鶏の改良増殖強化の３行目のところでありま

すが、「問題があり停滞している」、この後に私は「（国産鶏：

卵用鶏約７％、肉用鶏約１％）」を入れた方が国民の皆さんにわ

かりやすいのではないかと考えます。そして、あと、文章をずっ

と、結構でございます。先ほどご説明ありましたように、私は重

要かつ急務という言葉を前回申し上げました。これが強化という

ことになっておりますので、最後の行のところ、「強化する必要

がある」と。私はこれでも結構であります。さらに私はお願いし

たいのは、その後に私の文章をつけ加えていただきたいと思いま

す。もちろんこれは提案でございますので、必ずしも絶対にとい

うことは申し上げませんが、「そして、国産鶏の増殖普及の目標

を定め、国、県、民間の関係者がそれら達成に努めるものとす

る」という文章をここに加筆していただければ非常にありがたい

と思います。 

 それから、5.のところです。安全・安心や畜産環境等への対応

であります。この文章はずっとこれでよろしいのですが、ただ、

最後は「推進が求められている」、これでは求められているとい

うことでは情けないと思うのです。やはり我々は本気にやってい

くのだという表現が私は必要だと思うので、それで、「推進が求

められているので、それらの対応が必要である」というようにこ

こに加筆していただいてはどうかと思います。提言させていただ

きます。 

 以上であります。 

○番場座長  ありがとうございました。事務局の意見はまとま

った時点でまたお聞きしたいと思いますが、その他の委員の方か

らのご意見をお願いしたいと思いますが。藤村さん、お願いしま

す。 

○藤村委員  ただいまの後藤先生の3.の次、５ページの4.のと

ころであるのですけれども、在来鶏の特徴ある系統の改良増殖と

いうことで、二重線のところで文章を訂正された部分で、各地域

ごとの取り組みとする必要があるという文でまとめられているの

ですけれども、私どもたまたま、全国の十数県と、あと家畜改良

センターさんと地鶏などの肉質検討の勉強会を毎年開かせていた



だいておりまして、そこの中で集まっている県というのが比較的

前向きに、意欲的に取り組んでいる県の方々なのですが、現状を

みますと、そういういろいろな県の研究員の方というのは、１人

とか２人とかそういう少ない研究員の方が何とか高品質化を図ろ

うとしてやっているような状況ですので、なかなか地域の取り組

みとしても力を入れ切れないというような、ほかの業務もありま

すから非常に苦しんでいらっしゃるという現状がありますので、

この部分にできれば地域の取り組みとする必要があるということ

とともに連携か何か、支援というのは難しいのでしょうけれど

も、何かしら連携していくことによってこれがさらに発展すると

いうような、文章は私、きれいにはつくれないのですが、そうい

うことが入るといいかなと思いまして。 

 最後に触れるというところで、10ページのところにはそのよう

な文章が実は入っていらっしゃいまして、10ページの上から５行

目のところは、肉用鶏についても関係機関の広域的な連携という

言葉がこちらの方には入っていらっしゃるのですけれども、こち

らの５ページの方にも１つ入ると、各県で取り組んでいる方など

が非常にやりやすいのではないかと思います。 

○番場座長  わかりました。これにつきましては、確かに今、

藤村先生言われたように、それぞれ努力はしているのですが、合

理化はどの県の施設でもございまして、複数でなかなか取り組め

ないようなところもございますし、しかし、在来鶏というものは

その特徴というのは必要ですので、それぞれの特徴をもちなが

ら、かつまた全体の連携というのは必要なので、その辺について

はまた担当の方から意見を聞きたいと思います。 

 まだほかにございますか。では、お願いします。 

○河野委員  先ほど後藤委員がおっしゃったとおり、私は国産

の割合については実際数値を明らかにして、数値目標をやはり出

すべきだと思うのです。そうしませんと５ヵ年の総括ができな

い。結果的にやりっ放しになって、問題がどこにあったのかとい

う総括ができないと思うのです。だから、実態は実態として明ら

かにするということは、私は非常に重要だと思うので、ぜひそれ

はやっていただきたい。 

○番場座長  では、途中ですが、一応事務局の方のご意見。 

○山本中小家畜班長  どうもありがとうございました。後藤委

員の方から、励ましのお言葉だと思いますけれども、しっかりや

ってくれということで、非常に貴重な意見をいただきました。こ

の改良増殖目標につきましては、具体的な数値だとか、あるいは

改良の方向だとか、そういったものを入れまして、当然そういっ

たものを示すだけではなくて、やはりこれからその達成に向けて

努力するということは前提として入っているわけでございまし

て、決して私ども、言葉だけでそういった努力をしないというわ

けではございません。 

 ただ、あと、先ほどの5.のところの「求められている」という

のはちょっと表現として弱いのではないかとか、そういったお話



がございました。そういったところにつきましてはまた後ほど検

討させていただきたいと思っております。 

 あと、藤村先生の方からお話しございました連携というのも当

然必要だというお話も、私も認識しております。先ほどの在来鶏

の部分につきましては、どちらかというと都道府県の取り組みだ

とかそういったものも非常に重要であるというところを強調する

という意味からああいう表現にしておりまして、もちろんそうい

った改良としましてはお互い連携をとりながら進めていくことが

重要であると認識しておりますので、こちらの方もまたいろいろ

表現は検討させていただきたいと思っております。 

○番場座長  よろしいですか。 

 では、その他、最初、第１番目についてはよろしいでしょう

か。どうぞ。 

○山本委員  以前、意見を出したかと思うのですが、５ページ

の5.のところなのですが、河野会長がいつもおっしゃっている話

なのですけれども、情報開示が大事だというところで、ここで安

全・安心及び環境問題への関心の高まりを踏まえ云々と書かれて

いるのですけれども、最近、トレーサビリティの動きが出ていま

すよね。いろいろな面で情報開示していこうというところで、こ

こで種鶏の改良とか種鶏管理に関するものも含めて、生産段階か

らの情報開示を進めていくというのはなじみにくいのでしょう

か。ここに書き込むというのは。そしていろいろやっていく必要

があるのではないかと。 

○番場座長  事務局、どうお考えか。 

○山本中小家畜班長  おっしゃることはもちろん十分わかって

いるのですけれども、ただ、国全体としてそういったものをやっ

ていくべきだというような考え方にするのは、正直難しい部分が

あるのではないか。これは国全体がそのようにならなければなら

ないという話ではなくて、国産鶏でこのような育種改良をやって

いく中で、基本的には個々の努力といいますか、そういった中で

やっていく話になろうかと思いますので、先ほどいいましたよう

なそういった情報というのは消費者の方に当然提供していくべき

だと思っておりますけれども、そこをそうすべきだというような

ところまでなるのかなというところがちょっと懸念としてあった

ものですから、そこまで書き切れていないということでございま

す。 

○番場座長  どうぞ。 

○寺西委員  私、こういう席に出席させてもらうのは初めてで

ございます。経験不足と卵の流通ということで、こういう専門的

なことについては門外漢でございます。的外れの発言があるかと

思いますが、ご容赦のほどお願いします。 

 まず、この中で、私、感じましたところに、生産局でありなが

ら安定供給という言葉がないのです。インフルエンザで云々とい



うことが後藤委員の方から出ました。だけれども、我々は生産局

のこういう会議の中で安全・安心といわれても、安心という抽象

的なものはあり得ない。安心についてはどこかで妥協してもらわ

なければいかんわけです。安全については科学的には証明できる

でしょう。安心については、飛行機だってあの鉄の塊が飛んでい

るのだから、それでもやはり安心して乗らなければいけないわけ

です。だけれども、それが新幹線でも地震があったらどうするの

だという不安感をもたれたら、これはもう安心ではないわけで

す。だから、安心という部分については消費者に妥協してもらわ

なければいかんわけです。その部分をどのようにとるのか。 

 それよりももっと大事なことは、アフリカ等のように食糧事情

が悪化したらどうするのだと。そのためにも外国からのウイルス

が上陸しないようにこうしますと。また我々はそのために、鶏種

の種は日本できちっと、生産性は多少悪くても残しておきます

と。その中で我々は努力目標をこのようにしていきますというも

のがなければ、消費者を説得することはできないです。最初から

数字を羅列して、消費者にとって本当にそれがいいのか。それよ

りも、それが達成できなかったときはだれがどのように責任をと

るのだという問題が出てくると思います。食の安全・安心よりも

安定供給をいかにあるべきなのか、終戦後の食糧難の時代を経験

されたお方はわかるはずなのです。だから、私はこの文について

はそういう安定供給という精神をどこかへ盛り込んでいただきた

い。 

 そしてもう１つは、国産という言葉についてですが、私のとこ

ろの販売数量の80％は後藤孵卵場さんの卵のさくら卵を売ってお

ります。だけれども、国産という定義についても疑問をもつので

すが、在来種をもって国産なのか、あるいは世界じゅうからよい

とされる原種を集めてきて、その中で日本流に改良して、安定的

にその種を元に鶏を供給していく、それが国産なのか、そういう

ところも非常に不透明である。 

 特に私は、これも私なりの解釈です。日本の鶏はもともと観賞

用ではないのか。そのように改良されてきただろうと。日本は仏

教国でありますので、動物を殺して食べるというような文化は少

なかった。だからオナガドリとかナガナキドリとかチャボとか、

観賞用の改良には非常に進んできた。その何百年の歴史の中で、

生産性を追求した品種改良していないから、生産性を追求してい

く鶏についてはそこで種は絶えているのではないか。そのように

素人ながら単純に考えていくと、世界の優秀な原種をどこかで探

してきて、純粋な日本の国産鶏をつくると。トマトが南アフリカ

原産であると。それを日本へもってきたり、どこかの国でリンゴ

のようにかたい大きいトマトをつくってみたり、それと同じよう

に何も在来種が国産ではなしに、新しい国産種、国産鶏の鶏をつ

くるという、そしてそれプラス消費者に安定供給をするという大

きな目標を立てていただきたい、このように思っております。 

 私、素人でございますので、ちょっと的外れなことをいったか

もわかりませんが、よろしくご容赦お願いいたします。以上で

す。 



○番場座長  その他、ございますか。では、後半の部分につい

てご返答をお願いします。 

○山本委員  私、岡崎牧場の山本ですが、寺西社長がおっしゃ

った話で、ちょっと私の考えを農水省がおっしゃる前に。卵用鶏

の改良をしている者です。 

 おっしゃったように、鶏の供給は３種類あると思うのです。１

つは昔の在来種を、日本古来の在来種を利用してひよこを出して

いく。２つめは、その古来の在来種とか海外の遺伝資源を集めな

がら、国内で改良を加え、系統造成して、そのひよこを出してい

く。３つめは、輸入した種鶏からひよこを出していく。これは毎

年毎年種鶏を輸入する必要がありますが、大きくいうと３つある

と。後藤社長がいわれたのですけれども、国産鶏として我々が言

ったときに、消費者の方々は国産鶏というのは何なのかと。輸入

の銘柄でも外国から原種鶏を入れてひよこをつくっていると、そ

のひよこは国内で生まれているのです。もう再生産するだけなの

です。でも、それは国産鶏だと強弁されたら不当表示だといえな

いのではないか。では国産鶏の定義とは何なのかということで、

ちょっと議論させてもらったことがあるのです。 

 それはやはりいろいろな規約でがちっと、法的なお墨つきをも

らったところでないとできないだろうと。国産鶏普及協議会とい

うのがあるので、そこでいろいろ議論されて定義をつくったらと

いうのを本省の方からアドバイスをもらったのですが、今のとこ

ろそのままになっているのですけれども、基本的に私も後藤社長

と共通しているのは、素材として、やはり外国からいい素材も集

めなければならないときもあるので、それを日本人の気候風土、

消費者ニーズに合った形で、８世代、場合によってはもう少しか

けていい鶏をつくっていく。それを国内で生産できる形にして農

家の方に供給していく。それが国産鶏ではないか、私はそう思い

ながら岡崎牧場の仕事を行っております。 

○寺西委員  それは承知しているわけです。そうして外国から

のひなに頼っていくと病気とか経済情勢の問題とかがあって、種

の輸入がとまることがあるわけです。だけれども、日本で改良、

改善したものがあれば、種は日本にありますよと。それをどんど

ん供給できますよ。だから、今言われた第３番目の部分について

は、私は国産鶏とみなしたくないわけです。日本独自の技術で、

そのもとはよその国であっても、それを日本で改良して、安定さ

せた商品を国産といいたいわけです。そして、消費者に安全で安

心に安定供給できますよ。安心してくださいというような、そう

いう仕組みをつくっていただきたいと、私はそのように思ってい

ます。 

○番場座長  はい。 

○森委員  今、国産鶏とか在来鶏というので議論しています。

基本的には今、皆さんがいっているように、外国からいいものが

あれば、日本では家畜改良センターの牧場があるわけですから、

そこに原種を導入して、それをもとにして、日本の風土に合うも



のに直せばいいというのは、私はそう昔から考えておりますけれ

ども、昔みたいに世界的にも育種改良している小さいファームが

たくさんある時代は、そういうものも日本に入ってきた経過はあ

ります。今のような状況になってくると、全然そういうルート

は、私はもうないと思っています。 

 ですから、そういうことであればどうするのかといったら、や

はり今日本にある改良している、端的にいえば今、ブロイラーと

いうのはホワイトプリマスロックとホワイトコーニッシュとあり

ますけれども、そういうものに例えば、家畜改良センターはＰＳ

をもちませんけれども、ＰＳとして外国からもらっているものを

１つの、今家畜改良センターが改良しているものにかけ合わせ

て、その中から拾い出しながら、家系選抜するとかいうことも考

えない限り私は、今のブロイラーでいったらはりまになるわけで

すよね。日本でずっと改良していますが、この能力はもう上がら

ないと思っているのです。嫌みではないのですよ。何年やろうと

恐らくどこかから遺伝子を持ち込んでこない限り、大きくなると

かそういうことはなかなかない。そうすると、期待しているのは

何かといったら、抽象的な話になりますけれども、肉質がいいの

ですよと。日本の風土に合ったものができているのですよと。結

果的に外国鶏のブロイラーに似た鶏ができていますよということ

になると思うのです。 

 前に私は改良のときに申し上げたことが１つあるのですが、ヨ

ーロッパの赤ラベルは 2.7キロ、 180日飼いなさいよ、 110日飼

いなさいよと。だけれども、 2.7キロ以上になってはいけませ

ん、となっている。これは、なぜそういっているかといったら、

改良が進みすぎると結局、赤い羽色のブロイラーになってしまう

わけです。ですから、本来の鶏肉の味にするために、またもとへ

戻しているわけです。ですから外国鶏の赤鶏を日本で飼っている

人は、３年か４年すると何で大きくならないのかといっているわ

けです。ずっと３年間大きくなっていたのに、またもとへ戻って

しまった。大きくならないようになったといって生産者に怒られ

ている。なぜそうなるかといったら、またもとへ戻さないとヨー

ロッパでは、むこうの規格に合わないからもとへ戻しているとい

うことなのです。 

 ですから、私もＪＡＳ法のときに話したのです。私のところで

も今、赤鶏を改良していますけれども、本当にだんだん大きくな

り過ぎて、ホワイトプリマスロックとそう変わらない日齢で出せ

るようになりました。しかしながら、地鶏として出す場合、本当

に80日飼わないと今怒られるわけでしょう。その一方で、80日飼

うと今度大きくなり過ぎるではないかといわれている。それで、

せっかくつくったものを、今のところ市場に出せないので、また

昔の血統、ナンバーツーの大きくならない血統を今、一般に出さ

なくてはいけないということなのです。 

 もう１つ、ここでこんな話したらおかしいのですが、今、消費

者から、家畜改良センターで開発した鶏を出すことも考えてくれ

ないかといわれている。私は、このままのはりまの組み合わせで

出すと大きくならないので難しいといっているわけですが、問題

は雌系をどういう組み合わせをしているのかといったら、かけ合



わせの１つは、羽色が劣性因子を持った雌鶏になっている。コブ

あたりは雌系がそのかけ合わせになっている。しかし、チャンキ

ーはなっていない。その雌にはりまの雄をかければ大きいブロイ

ラーができる。はりまは日本へ入ってきてもう20年近く改良して

いるのですから、ＪＡＳ法でいう国産の定義ではないのですが、

50％の血が入っているのですからどうですかという提案をしたら

どうか、と営業によくいっているわけです。だけれども、それで

いいのだろうかということで、現実はそのようになっていない。 

 だけれども、雌鶏が、外国鶏の雌にシャモの雄をかければ国産

のＪＡＳですね。ロードアイランドレッドの雄をかけてもいいわ

けでしょう。それならはりまの雄をかけてもこれは国産といえる

のかという話になるのだけれども、そういうことを消費者に提案

していいかどうかということになると、みんな悩んでいるのが実

情です。だけれども、消費者の方からみると、将来、何かがあっ

たときに困るので、やはり国産のものも我々は利用したいので

す。しかしながら、それを徹底的に利用すると、コストは上がり

ますよと。コストが上がるというのも困った話だというのもある

ので。少々高くなるのはわかるのだけれども、外国鶏とこれだけ

の能力差があると、ちょっと無理かなという感じです。 

 ちょっと余談の話になりましたけれども、その辺も含めなが

ら、改良をしていかないと、私はなかなか国産の改良というのは

前に行かないと思うのです。ですから、後から申し上げようと思

ったのですが、この目標は体重の指標ですけれども、我々にとっ

て生産コストというのは、親雌の繁殖性になる。雌鶏として単純

にいえば、今、ブロイラーの種鶏の産卵が大体 181日で50％の産

卵。大体ピークが85％というのが今の常識である。その範囲内で

やらない限り、今度は消費者の皆さんと話をするときに、もう、

ひなの生産性といったコスト的な問題、それから体重的な問題等

が出てくるということであります。ですから、私が先ほど申しま

したように、今度のシャモをかけてＪＡＳに乗るのであれば、ハ

リマの雄を50％かけて国産というのであれば、国産ブロイラーと

して一般に出ていく羽数というものは非常に多くなっていくので

はないかというような感じがしております。ちょっと今日の議論

とは別の話になりましたけれども、現場からの話ということでお

聞き願いたいと思います。 

○番場座長  どうもありがとうございました。ちょっと後半の

部分にも入りましたけれども、では、前半の部分につきまして、

事務局からお願いします。 

○高橋企画班長  寺西委員の前半部分の安定供給のことについ

てちょっと情報を。寺西委員おっしゃるとおりでございまして、

安定供給は農水省の使命でございますので、それにつきましては

１回目の会議のときに全体の日程でお話ししましたが、ご承知か

と思いますけれども、今、農水省全体で基本計画の見直しの作業

が進んでおりまして、食料・農業・農村政策審議会の企画部会の

中で今まさにこれから自給率の議論が深まる時期でございます。

その中で当然品目ごとの生産、消費をどうするのか、そこから自

給率目標をどうするのか、という議論はまさにこれから始まりま



して、そこでしっかりと安定供給のことについては議論されると

いうことでございます。 

 並行して、ここの委員の中の何人かの先生に来てもらっていま

すけれども、別途畜産部の方で養鶏問題懇談会というのもやって

ございまして、そこで今後の養鶏をどうするのという議論もまた

別途しておりまして、それらをあわせて来年の３月、基本計画の

今後の新しい計画、また養鶏問題懇談会の報告書、それらと一緒

にこの改良増殖目標を公表する予定です。特に改良増殖目標はご

承知のように改良の部分に焦点を当てた目標になりますので、そ

ういう全体のセットで今後の農政の方向が出るということで、ご

承知いただきたいと思います。 

○寺西委員  どうもありがとうございます。 

○番場座長  それでは、第２番目の目標の基本的な考え方と卵

用鶏の数値等についてご意見がありましたらいただきたいと思い

ますが。お願いします。 

○後藤委員  では、まず、６ページでございます。６ページの

ところの３の改良増殖目標、（１）の基本的考え方の1.の２行目

でありますが、卵用鶏の産卵率、飼養要求率等とありますが、私

は卵用鶏の場合、本当に重要な係数の中に生存率というのがある

わけです。またこれは後の改良目標の中にも育成率とか生存率と

ありますが、この基本的考え方の２行目のところに生存率を入れ

ていただいた方がいいのではないかと思います。あと、基本的考

え方はこれでよろしいかと思います。 

 それから、改良目標のところも、７ページの方にまいりまし

て、これもいろいろご苦労されてこういう形にお作りになられて

いますので、これもよろしいかと思います。ただ、細かいことを

いって申しわけありませんが、アの能力の（イ）のii）のところ

の２行目に「肉斑血斑等の改良を図る」。肉斑血斑の肉斑の次に

「・」を入れていただくということです。これは前に入っており

ますので、その方がいいかと思います。 

 それから、８ページの方にまいりまして、（ア）で４行目に

「特に、国産鶏については、関係機関の広域的な連携を強化し、

改良増殖及び普及を進めるものとする」ということなのです。実

は前回、特に感謝申し上げたのは、家畜改良センターや県や民間

との広域的な連携によりというのがありまして、私はこのように

明確に表現していただいたということは非常にありがたいという

ことで申し上げたのですが、今回これが消えてしまっているので

す。関係機関という言葉なのです。私にもし関係機関と問われれ

ば、私は答えられません。すなわち、私はここで国産鶏というも

のを本当に真剣に考えるなら、どういう機関が、どういう人たち

が連携してやるかということを明確に文章で書いておかないとい

けないと思うのです。ただ関係機関ではわかりません。したがっ

て、「国（家畜改良センター）、県、民間の関係機関」というよ

うに挿入していただければありがたいと思います。 

 同じことが10ページのイの改良及び増殖手法のところで（ア）

の「特に、国産鶏については、国（家畜改良センター）、県、民



間の関係機関の広域的な連携強化し」というようにしていただけ

ればありがたいと思います。 

 それから、私、質問をさせていただきますが、前回特に鳥イン

フルエンザ等で大事な育種鶏、系統が万が一危険な状態になって

はいけない。そのために特に重要な系統維持のため、原原種鶏の

危険分散の措置をとるものとするという項目を入れてほしいと申

し上げました。それにつきましてここに回答がございますが、こ

れは資料４の２ページのところに、下から３つ目の項目、左側

に、「高病原性鳥インフルエンザ発生への対応の観点から、原原

種鶏の危険分散の措置や、輸入検疫の強化等についても盛り込む

べき」ということで、右側は「指摘を踏まえ一部修正する。（た

だし、輸入検疫の強化は、改良目標とは別次元の話であり、記述

するのは困難と考える）」。括弧のこのことについては私も了解

いたします。ただ、原原種の危険分散の措置ということの説明が

この新しいところにないのですけれども、私、どこか書いてある

のかどうか知りませんが、この点についてご回答いただきたいと

思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○座長  それでは、ちょっとそれについて。 

○山本中小畜産班長  先ほどの危険分散のお話でございますけ

れども、８ページの上の（ア）の部分でございますけれども、こ

の中で特に国産鶏についてということで別途分けて書くというこ

とにしておりまして、その中で関係機関の広域的な連携、系統の

リスク分散だとかそういったことも踏まえて連携をとると。その

連携の中に改良のもととなる系統の維持だとかそういったものも

含めてやっていくということで、この中に入っているというよう

な認識でございます。 

 ここのところは、先ほどもちょっと申しましたが、特に国産鶏

の部分については連携をとって、いろいろ改良について意見調整

をしながらやっていくということを強調しまして、その中にそう

いった考え方も含まれてくるのではないかということでございま

す。 

○番場座長  それから、関係機関ということについてはどう考

えられますか。 

○山本中小畜産班長  関係機関につきましては、当初の案と比

べましてそこが、ちょっとぼやっとした表現になっているという

ことだと思うのですが、実は先ほど山本場長からもちょっとお話

あったのですけれども、やはりこれからいろいろな原原種のデー

タの表示だとかそういった話もあろうかと思いますので、そうい

った改良関係機関だけではなくてもっと、例えば消費者団体だと

かそういったところともいろいろ連携をとりながら、そういった

最終的な普及を進めていく。そういった意味で、多少ここのとこ

ろは、そういったものをいろいろ盛り込んできますと長くなって

くるのではないかということで、このようにまとめたということ

です。 



○番場座長  後藤委員どうぞ。 

○後藤委員  これ、まだ行があいているでしょう。「改良増殖

及び普及を進めるものとする」というところにまだあるのではな

いですか。例えばどう表現するかといったら、国、県、民間の関

係機関という表現ならここへ入るでしょう。今、民間といえば消

費者の方ももちろん入りますからね。やはり入れていただいた方

が私はいいと思うのです。本当に関係機関だったら、解釈の仕方

でどうにでもとれます。育種だけなのか、国だけなのか、県だ

け、民間だけなのか、しかも、今おっしゃられた消費者の方も含

めてというのなら、ますますこれは入れておくべきだと私は思い

ます。 

○番場座長  委員の方から意見が出ておりますが。 

○山本委員  その件に関しましていいですか。 

○番場座長  どうぞ。 

○山本委員  私が変な意見を出したのですけれども、今まで広

域的な連携というのが入ってくると、家畜改良センターと例えば

特定県、家畜改良センターと民間の種鶏場、その連携というのが

広い意味でできると思うのです。ただ、今いったような形で県と

県との広域的な連携ができるのと、ちょっと質問したことがある

のです。例えば青森県と鹿児島県が連携されると。原文だったら

そういう読み方もできるので、そういう連携も改良増殖目標に示

していくのだろうと。というので、そんなこともいろいろ考えな

がら、こういう表現をされたと思うのですけれども、今、後藤委

員のお話しあったようなことを踏まえてもう少し、すき間もある

ようですから、また工夫していただければ。 

○番場座長  これについて何かご意見ありますか。 

○山本中小畜産班長  表現についてはまた検討させていただき

ます。 

○番場座長  わかりました。では、これについてはもう一度、

再度検討するということにさせていただきたいと思います。 

 また肉用鶏の方にも入りましても結構ですが、ご意見をいただ

きたいと思います。どうぞ。 

○河野委員  先ほどの森委員の話を受けた形なのですが、実は

私、コブ社の本社を先週伺ってきたわけです。コブ社はもうはっ

きりしていて、42日齢で10年後、2015年の目標は 3.2キロなので

す。飼料要求率は 1.6だというのです。もっと深刻なのは胸肉な

のです。ささみを入れて胸肉の割合を26.5％にするというので

す。だから私は意地悪い言い方をして、足のない鶏をつくるので

すかといったのです。羽のない鶏ではなくて。それぐらい、日本

の消費者ニーズとはかけ離れた鶏を開発しているわけです。私ど



も行った日本のマーケットはもも肉指向なのです、そういう開発

はありますかといったら、一笑に付されました。日本のマーケッ

トはコブ社にとってみれば世界の 2.4％だそうです。ですから、

育種の方向性は日本向けではあり得ないということです。 

 ですから、国産鶏に関していうならば、私は肉用若鶏で、要す

るに在来種という形ではなくて、まさに肉用若鶏で、はりまを中

心にして開発して、一定のコストでやるべきだと思っているので

す。ですから、森委員がいったように、それにほかのものをかけ

合わせてというより、もっと大胆に、国の側がそれこそコブがや

っている、チャンキーがやっている、それらの会社からどういう

形で手に入るのかわかりませんけれども、やはりいってみればも

も張りがいいものを育種改良の中にほうり込めるのかどうか。だ

けれども、私はそれをほうり込んでいかなければ、ますます胸肉

が余るというのは流通業界にとっては大変なことになるわけで

す。結果的にはもも肉のコストは上がるわけです。ですから、そ

ういう意味で方向性は、在来種だけではなくて、基本的に若鶏で

やると。これは家畜改良センターがねらってきた方向なわけです

から、私はそういう方向で明示した方がいいだろうと思うので

す。 

 ですから、国産という定義に関しても、４代前まで国内で種を

管理しているのはそれでよしとして、そして私がいいたいのは、

情報開示だということです。そういう情報を開示すればいいわけ

です。どこから原原種鶏を入れてきたかということを情報を開示

して、消費者にわかる形をとることが、いうならば安全なわけで

す。情報を開示しないで、結果、安全だというようにいわれれ

ば、これは勘弁してくださいというようにいわざるを得ないわけ

です。ですから、そういう意味での方向性は私はやっていった方

がいいだろうと思うのです。ですから、あえて、この中の数値目

標には入りませんけれども、消費者ニーズというならば、日本の

消費者ニーズは残念ながら胸肉ではないわけです。そういう意味

でいうならもも肉なわけです。 

 もっというと、コブ社が考えているのは鶏のにおいがしない、

鶏の香りのしない肉をつくろうとしています。彼らは42日齢を対

象にして改良しているわけですから、そんなだったらそれこそ大

きくなりすぎますから、もっと、飼育日数を短くしていって、せ

いぜい 2.7kgぐらいで出荷するという話ですから、相当若いレベ

ルで食べるということになるわけです。すると、日本人は鶏肉の

香りも大切にする傾向があるわけですよね。食文化も踏まえてそ

うあるわけですから、ですからそういう点での改良方向というの

を、あえて文章に書けといっても私はどこにどう書いていいかわ

かりませんが、考え方としてそうした方がベターだと思います。 

○番場座長  ご意見をいただいておりますが、数値等につきま

して西田先生、お願いします。 

○西田委員  数値の目標ですが、先ほどご説明の中で以上、以

下というのは案に含まれているというご説明でしたけれども、そ

のことはどこかに明示されておりますでしょうか。全国平均レベ

ルでの目標であるというようなことは表に書いてあると思うので



すが。 

 それで、今回というよりはむしろ今後の課題になるかと思うの

ですが、能力の平均値の目標を掲げると同時に、能力の分布、ば

らつきがどのようになっているのかというのも今後の課題の１つ

になってくるのではなかろうかと考えます。それは、例えば交雑

種の実用鶏のもとになる系統という段階では、できるだけ斉一な

ものが望ましいと。その斉一度は変動係数とかそういう形でどの

ぐらいのところを目指すのか。それによって交雑種の能力のばら

つきが左右されてくる、安定性が変わってくるということになり

ます。ということで、今後その辺の検討も次回の検討などに備え

て必要になってくるのではなかろうかと思います。ただ、画一化

してやたらに分散が縮まればいいというわけにはいかないと思う

のです。系統間には十分違った特徴をもったものが、ちゃんと系

統間には分散が残っているということも将来の改良の資源として

非常に大事になるということだと思います。 

 それで、今回お示ししていただいているグラフなど、どういう

レベルで標準偏差を出すかという問題はありますが、平均値プラ

スマイナス標準誤差であるとか、どのぐらいのばらつきの範囲に

何％ぐらいが入っているのかといったような情報、そういったも

のも示していただけると、だんだん斉一度が出てきているのかど

うか、そのようなこともわかってくるということになると思いま

す。 

 それから、繰り返しになりますが、だからといって画一化すれ

ばいいというものではなくて、非常に違った特徴のあるものは残

っていくべきだということにもなると思いました。その点、今後

ご検討いただければありがたいと思います。 

○番場座長  どうもありがとうございました。はい。 

○山本中小畜産班長  先ほどのお話ありました以上、以下につ

きましては、この改良目標の中で特に注書きとか何かはやってお

りません。先ほども申しましたが、今回各改良目標の共通の認識

として、先ほどのような考え方でやっていこうと考えているわけ

でございますが、ただし、注書きとかも含めまして、今後どのよ

うな表現にするかということについてはちょっと検討させていた

だきたいと思います。 

 あと、データの取り方といいますか、あと標準偏差のお話とか

でございますが、正直申しまして、流通統計だとかそういったと

ころからデータをとっているものもございまして、なかなか数値

的にそういった標準偏差をとるのが難しいものもあるのですけれ

ども、今後の課題といたしましては、できるだけ標準偏差を出せ

るような方法ができるのかどうかというのも次回以降また検討し

てまいりたいと思っております。 

 あと、先ほど河野さんの方からお話ございました、もも肉のお

話でございますけれども、前回も研究会の中で、もも肉の改良の

お話ございまして、やはりこれからもも肉にシフトしていかなけ

ればならないというお話がございました。それで、改良手法上の

テクニックとして、実は以前に家畜改良センターでも取り組んだ

ことがあるのですけれども、実際鶏をつぶさないと正確なもも肉



の量が測定できないということがございまして、正直なかなか難

しい部分がございます。ただ、今そういったお声も聞かれまし

て、兵庫牧場の方ではもも肉の簡易な測定方法だとかそういった

ものも検討されているということでございますので、そこら辺も

含めましてどのような表現ができるかにつきましてまた検討させ

ていただきたいと思っております。 

○番場座長  その他。どうぞ。 

○西田委員  １つだけ言い忘れましたので。もう１つ、目標と

して高ければ高いほどよろしいというもの以外に、最適値がある

ものがあるのです。それの表現の仕方だとか、その辺も配慮して

いただけるといいなと思います。今後そういう問題がいろいろ出

てくるかなと思っております。 

 以上です。 

○番場座長  どうもありがとうございました。どうぞ。 

○河野委員  数値目標ですが、たまたまコブ社に行くときにブ

ロイラーの生産者も一緒に行ったのですけれども、この改良目標

だと到達してしまうというのです。というのは、やはり鶏の遺伝

的な能力が高いと。ですから、飼料設定まで適切にやれば、この

目標数値を間違いなく超えてしまうだろうと。果たしてそれがい

いかどうかというのは別問題ですけれども。だから、数値目標に

関してはかなり、まさにチャンキーとコブ、この２社が世界を占

めているわけですから、ここの流れの中に左右されてしまうので

はないだろうか。だから、全体はその２社がどのような育種改良

政策をもっているかによって、日本のブロイラー産業自体はその

方向で数値目標ができるのではないか、そういう気がしていま

す。 

 私、専門家ではありませんから、この 2,700グラムが正しいの

かどうかということはわかりませんが、今のこの間の改良の計

画、1987年から2015年までを図表にして全部あらわして、この10

年で実績も出ているのです。その後の経過、これでやっていって

いけそうだと。だから年間50グラム弱増やしていけるというよう

なことをいっているわけです。事実やってきている。しかも、遺

伝子組み換えではないと言い切っているのです。はっきり、今ま

での育種改良方法でもいけると。それは種鶏を多量にもってい

る。１鶏種 100万羽と言っていましたが、それぐらいもっている

から選抜でできる、こう言い切っているのです。ですから、もし

その鶏を導入しているとするなら、日本国内でいうならこの数字

目標はクリアしてしまうのではないか、そういう気がします。 

○番場座長  ありがとうございます。ほかにまだございます

か。どうぞ。 

○後藤委員  今日渡されました資料４の３ページの一番上の項

目ですが、「最近では、産卵後期の卵重増加が問題となっている

ことから、産卵後期における卵重の増加抑制についても盛り込む



べき」ということに対して、「当初案どおりとする。（従来から

指摘されている部分であるが、産卵後期の卵重の抑制は主に飼養

管理上の問題であり、改良増殖目標にはなじまないと考える）」

ということで、私はあえて、これに反論するわけではありません

けれども、ちょっと誤解を生ずるのは、私どもは育種改良の目標

の中に産卵後期の卵重抑制も入れているわけです。私たち民間の

場合は。ですから、主に飼養管理上の問題であるということで、

日本国内では産卵後期に卵が大きくなりますと、いわゆるＣＰを

下げたりカロリーを下げたりして、現にそういうことをやってい

るのです。そうするため、卵質が悪くなってくるという問題があ

るのです。ですから、飼養管理で解決できれば問題ないのですけ

れども、実際には卵質の問題等々関係がありますので、余りこう

いう表現を国の立場でされますと誤解を生じますので、一言申し

上げておきます。 

○番場座長  藤村さん、どうぞ。 

○藤村委員  まさに今のところと全く同じなのですが、飼養管

理と育種と２つの方向で卵重という問題があって、どちらからも

制御はかなり難しいポイントではあるのですけれども、私、専門

が栄養と肉質なものですからいわせていただくと、栄養で変えら

れる部分というのは余り大きくはございませんので、どちらかと

いうと育種的な改良の影響の方が大きいと思いますので、ここで

主に飼養管理上の問題と書かれてしまいますと、ちょっと現実と

そぐわないというか、私の方向と少し違ってくるような感じがし

ますので、ちょっと文言の問題かもしれませんけれども、重要な

ポイントだと思いました。 

○番場座長  どうぞ。 

○山本中小畜産班長  非常に誤解を招くような表現で恐縮でご

ざいます。今回あえて産卵後期の話を入れるほどの状況変化とい

いますか、そういったものを説明するのはなかなか難しいという

ことがございます。別に産卵後期の卵重の改良をしなくていいと

いう意味ではないのですけれども、特にトピックスとして表記す

る必要があるかなということで、あえて改良目標には盛り込まな

かったという意味でございます。ちょっと誤解を招くような表現

で申しわけございませんでした。 

○番場座長  ありがとうございます。その他、まだご意見があ

ればいただきたいと思いますが。どうぞ。 

○後藤委員  この議論はこれでいいと私は思いますが、ただ、

今回委員の先生方、本当適任の先生方ばかりでありますが、もし

加えていただけるならば、やはり兵庫牧場の大島場長さんもぜひ

入ってもらいたいと思うのです。というのは、山本場長さんは岡

崎牧場、卵用鶏の方ですね。今、ここで議論されているのは卵用

鶏と肉用鶏ですから、肉用鶏の育種改良のリーダーシップをとる

責任者の方にも委員に入っていただくとありがたい。今回はこれ



で終わりですから、次回はそういうことを考慮していただけると

ありがたい。よろしくお願いいたします。 

○番場座長  事務局の方、受けとめの方よろしくお願いいたし

ます。まだ多少時間があるそうでございますので、ご意見でも結

構ですし、あればご発言いただきたいと思いますが。どうぞ。 

○森委員  私はどちらかというとブロイラーの生産する立場で

すから、文章家ではありませんので、細かいことについては余り

発言しなかったのですが、基本的には先ほど河野さんいわれまし

たように、私も外国に行った際、日本のブロイラーの場合、もも

肉が重要なのだということを再三いいます。先ほども河野さんい

われたように、先方は検討するとはいわない。これは絶対にいわ

ない。 肉というものは、彼らはウサギの肉をイメージしている

という言い方なのです。昔からずっと狩りでやっていますから、

ウサギの肉を食べた。ですから、それをブロイラーに置きかえて

いるわけだから、白身ということになりますと、胸肉ということ

ですから、限りなくそちらへ行くだろうと。最終的に42日の３キ

ロと。これは我々も情報として入っております。その中で一番心

配するのは、３キロではなく 2.7キロが日本の指標ですよと。基

本的には 2.5キロだけれども 2.7キロでないと生産性が合いにく

いから 2.7キロにつくっているだけであって実際には 2.5キロ。 

2.5キロといったら実は三十何日なのです。 

○河野委員  31日です。 

○森委員  そうすると、産毛のまま鶏を食べますよということ

なのです。そうなった場合に、本当に豆腐を食べるような、肉で

はなくなるのではないかということを我々はいうのですけれど

も、日本とは違うということがここにあるわけです。 

 ですから、先ほど前段で私がはりまの雄を外国の雌鶏にかけよ

うか、なんていう発想は、結果的にそういうことでもしないとい

けなくなる。ですが、時代というのは変わってきますから、いつ

の間にかあれっということが起きるから。鶏種なんていうのはど

んどん変わっていって、そんなＪＡＳ法でいうような能力の劣る

ものはもう世の中から売れないなと思っていたものが今や出てく

るということもある。しかし、目標は27年度ですから、今から十

何年先なのです。十何年先にこんな鶏が出てきたら本当に食べま

すか、ということなのです。そうすると、我々として大事な問

題、今考えてなくてはいけない問題、改良というのは結局、今売

れるものをつくるかという問題と、それから10年先、20年先を予

測しておかないといけないのが改良なのです。これを我々も外国

へ行っていうわけです。だから日本はこうなのだと。しかし先方

は、それは意見を聞きました。だけれども、九十何％の人が日本

と違った要求しているのですからそっちへ行きますということで

あります。 

 しかしながら、私は、日本の消費者の要求というのは、そうい

う三十何日の水っぽい鶏を食べようとは思っていないだろうと。

そうすると、今ぐらいの鶏、もも肉との比率がまだ、今ぐらいの



ものであったら、それと今の日齢ぐらいだったら何とか売れるの

ではないですかということになるけれども、本当に10年先にそう

いう外国の改良したものの肉を食べるのかどうか。私はそれを社

内でもいろいろいっているわけであります。 

 ですから先ほどいったのは、雌鶏はやはり卵を産まなければい

けないという問題もありますから外国のものを使って、雄ははり

ま系統を使って、今ぐらいの鶏の状況に戻すということですよ、

単純にいえば。改良が進んでいる雌鶏を使いながら、雄鶏は進ま

ないもの――進まないというのは農水省の人に怒られますけれど

も、進まないものの雄鶏を使うと。私は進まないと思っているの

です。若干は大きくなっていくけれども、新しい血が入らないの

ですから、そう極端に大きなものがある日突然できましたという

ことにはならない。そうすると、それと両方合わせたものが10年

後に日本のニーズに合えば、日本の鶏が入ったものを食べている

ということになるのかどうか。 

 冷やかしたわけではないのです。やはりそこら辺を考えていな

いと、本当に大変なことになるだろうという感じです。たまたま

河野さんが、我々が心配している問題をいっていただいたのです

が、そうすると、安心などというのはないぐらいのところにいき

ますよね。もう本当に座ったまま鶏が大きくなっていくだろう。

そうすると大きな鶏は動かないということになるので飼養形態も

変わってきて、えさの数を増やして近くに置くとか、給水器の容

量を歩かなくていいように 1.5倍にするとか、やはりそのように

していかないといけないように変わっていく、ということを認識

しながら、将来どういう形で日本のブロイラー産業を守っていく

かということを考えないといけないのかな、ということを痛切に

感じながら、今日聞かせていただいたということであります。 

 以上です。 

○番場座長  どうもありがとうございました。はい。 

○河野委員  今の件で１つだけ、コブ社がいったときに、中国

市場向けは生体で出すというのです。それがエビアン43系統だ

と。中国市場は要するに解体されていない状態で売ると。それに

関しては結構もも張りは一定程度出てくるのです。日本マーケッ

トは相手にしていないけれども、中国市場マーケットは開発して

いると。わずかですよ。数％の開発だと言っていました。 

○森委員  もともと中国にエビアンの改良本拠があるわけで

す。アメリカではないわけですから。 

○河野委員  コブ社がね。 

○森委員  ええ。だから、エビアンというのは私もＧＰやって

いましたからわかっていますが、中国に原種農場の機能をもって

いるわけですから、中国に向くものを開発しろといえば、それで

済む話であることは間違いない。 

 しかし、中国は、日本みたいに大きくしませんからね。日本み

たいに 2.5キロなんていう世界ではない。２キロでもいい。その



かわり生きたまま流通する。生きたまま流通するからインフルエ

ンザの問題があるので、早く日本的な流通に変えないといけない

と行くたび私たちもいうわけですが、やはり殺したものというの

はなかなか売れないので、生きたまま持って家へ帰るということ

です。ですから、やはり２キロそこそこの、 1.8キロぐらいでし

ょうか。エビアンはそういうことは向こうではやっています。 

○河野委員  改良で 1.7キロまで行くと。 

○森委員   2.7で。 

○河野委員   2.7までやって、1.35から 2.7の範囲でやろう

と。 

○森委員   2.7にして、飼養日齢を短くするわけでしょうね。

恐らくそうでしょうね。だけれども、やはり毛が生えるまでは飼

わないと、産毛ですから、これは非常に議論しているところなの

です。今のままいくと、例えばケンタッキーは 1.9キロプラスマ

イナス0.1キロでしょう。そうすると、産毛で殺さないといけない

よと。私たちもケンタッキーをやっていますけれども、そうなっ

たときどうするのだと。我々が今いっている問題は真剣な話なの

です。 1.8キロから 1.9プラスマイナス0.1キロですからね。今の

ままの改良でいくと、そうなりかねないのです。産毛が半分以

上。 

○番場座長  都丸さん、お願いします。 

○都丸委員  このような会に私が呼んでいただいて意見を述べ

る機会を与えていただけるというのは、レイヤーのコマーシャル

のふ化場の立場として鶏の改良に対してどのようなものを求める

か、意見があるかということではないかと思いまして、一言意見

を言わせていただきます。 

 いろいろな委員から国産鶏、国産だからいいのだとか、そのよ

うなご意見も出ましたけれども、残念ながら私の会社は全部海外

からＰＳを輸入してふ化をしていると。昭和37年以降 100％その

ように移行してしまったわけですけれども、何も国産鶏が憎く

て、抵抗があるとかそういうことでは全くないと。我々は何を価

値の基準にするかといえば、売れるかどうか。それが売れるかど

うかということは結局、国民が金を払って食べるのに選んでいた

だけるかどうかということに収れんされるわけです。ですから、

もしもいろいろな情報が開示されて国産の価値が本当にあるのだ

という国民的な要望が出てくれば、当然我々も国産鶏の種鶏を導

入して、それを配付するようになるというのは当たり前のことだ

と思います。ですから、そういう技術的なこととかいろいろあり

ますけれども、どうやったら現実に国民が買ってくれるものをつ

くることができるのかということをふまえて目標を作っていただ

きたい。 

 それで、種鶏も、私、レイヤーのみでブロイラーのことを全然

わからないですけれども、日本で 160万、 150万羽のＰＳが販売



されるといいますけれども、大体国際価格からいったら５ドルと

いうのは定価ベースで、決して安い価格ではない。５ドルといえ

ば 550円、あるいは 600円のものを 150万羽売ったところで10億

に満たないような市場です。アメリカでも 200万羽売れたとして

も、それはほとんどインテグレートされていますけれども、それ

でも10億、あるいは11億、世界的にみても、 200億にならない市

場だと思うのです。そういう中で日本の場合には非常に種鶏価格

が高いですから、同じではありませんけれども、国際価格からし

たら10億に満たないＰＳの販売総量、それに対してどれだけの研

究費を投じて国産を維持していくのか、ということもありますの

で、やはり世界的な育種の中の１つのパーツというのですか、パ

ートナーとしてそれを進めていくというのが現実的なことではな

いかと思います。 

 そういう金銭的な、どろどろしたお話で申しわけありませんけ

れども、コマーシャルを生産する立場からの意見として一言。 

○番場座長  どうもありがとうございました。その他、あとわ

ずか時間ございますが。西田先生。 

○西田委員  細切れで思い出して申しわけないのですが、私の

平均値の発言ですが、実はもうかなり改良が進んで、ぎりぎりい

っぱいの上限に近いところまで改良されてきますと、能力の分布

を書くと、高い方は頭打ちになっておりまして、改良の圧力がか

かりますから、上の方の分布の裾はつぶれてしまって、低い方に

長い尾っぽを引いた、ひずんだ分布になるわけです。そうします

と、平均値のもつ意味が左右対称なきれいな正規分布とかそうい

うのとかなり違ってきまして、平均値より上にあるデータの割合

というのが非常に多くなるという感じになってきます。というこ

とで平均値のもつ意味がその形質の改良の度合いによって時々

刻々変わるということで、データの分布のことなども今後考えて

いただいて。あるいは上限を破っていく努力をどうするかとか、

そういうことも今後問題になるのではないかと思います。 

○番場座長  どうもありがとうございました。 

 それでは、そろそろ時間になりましたので、今回の検討内容を

整理していただきまして、研究会の案として家畜改良増殖小委員

会の方へ報告したいと思います。その際、文言の修正等につきま

しては、座長に一任していただくことと考えておりますが、いか

がでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 それでは、お任せいただくということにさせていただきます。 

 それでは、時間が来ましたのでこれをもちまして閉会といたし

たいと思います。最後に塩田畜産振興課長よりごあいさつをお願

いします。 

○塩田畜産振興課長  委員の皆様方、２回にわたり熱心なご議

論を頂き、本当にありがとうございました。最後のあいさつとい

うよりも、今のお話をずっとお聞きしまして、やはりこの鶏の改

良増殖目標の意味というのが、今の都丸先生、あるいは森先生、



河野先生以下、皆さん本当におっしゃるのは多分基本的には同じ

こと、やはり10年後、あるいはもうちょっと先をみて、何が売れ

るか、イコール何をつくったらいいのかという、日本人の求める

卵、日本人の求める鶏肉は何なのだろう。そのときにどんな鶏の

姿をしているのだろうというのをまさにここに具現化すべきだと

いうことをお話しいただいたのだと思います。 

 それに向けては、やはり外国にゆだねる形のものが、それが日

本人の求める鶏なのかどうかということをもう一回検証しなが

ら、この数字が出てくるのだと思います。その中においては、改

良の方向ということでいえば、いろいろな方法があるし、また、

ただ大きくするというだけではないという意味では、肉質、ある

いはデータ的にも西田先生のお話のように、今後求めの中での分

布というのも出てくるかと思います。いずれにしましても、今の

先生方のご議論を踏まえて、やはり我々が日本のための１つの目

標をつくるということでのご意見を賜りましたものですから、そ

れを踏まえてまとめさせていただきたいと思います。 

 いずれにしましても、事務方で案をつくりまして、また、整理

していきたいと思いますが、今座長のお話のようにご一任いただ

く形でまずとりあえずまとめたいと思っております。そして小委

員会の方にお諮りしたいと思っております。 

 また、頭羽数につきましては、時期を同じくして、自給率、あ

るいは生産努力目標等の検討が進んでおりますので、それと並行

しながら整理していきたいと思っております。いずれにしまして

も、これからまだまだ省全体の、あるいは畜産関係でいえば生産

努力目標等、基本方針等の整理の関係で一部、内容、表現等が変

わりますけれども、今日のご議論を踏まえさせていただきまし

て、座長にご説明し、了承いただいた上で案をつくっていきたい

と思っております。本日、そういう意味では非常に高い見識の中

でのご議論いただきまして、本当にありがとうございました。 

――了―― 


